須賀川市内循環バス運行業務
委託業者選定プロポーザル実施要領
　　
１　趣　　旨
この市内循環バス運行業務委託業者選定プロポーザル実施要領は、令和８年10月からの運行管理業務に係る委託業者の選定にあたり、業務を円滑に実施するため最も適切な事業者を公募し、優れた企画提案の内容や価格等を総合的に評価できるプロポーザル方式により選定するために必要な事項を定める。
２　業務概要
（１）業 務 名
　　　須賀川市内循環バス運行業務
（２）業務内容
別紙「須賀川市内循環バス運行業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり
（３）履行期間
　　ア　業務委託契約期間　契約締結の日から令和９年９月30日まで

　　イ　運行実施期間　令和８年10月１日から令和９年９月30日まで

（４）委託上限額
　　　金４５７円（消費税及び地方消費税を含む）
　　　※この金額は、仕様書に基づく当該路線を運行した場合の実車走行キロ当たり経常費用であり、契約時の予定価格を示すものではなく、業務の最大規模を示す金額であることに留意すること。
３　参加要件
　　本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなくてはならない。
（１）令和８年度須賀川市入札参加有資格者名簿に登録されていること。なお、未登録の場合には、契約時までに必ず登録手続きを行うこと。
（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の４第１項各号に該当しないこと。

（３）施行令第167条の４第２項各号に該当した場合においては、その事実があった後３年を経過していること。

（４）須賀川市有資格業者に対する入札参加資格制限に関する要綱（平成21年４月１日施行）に基づく入札参加資格制限期間中の者でないこと。

（５）須賀川市競争入札参加資格の取消しの通知を受けた場合において、当該通知の日から３年を経過していること。

（６）国税（法人税、申告所得税、消費税及び地方消費税）及び市税（法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税）を滞納していないこと。

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は福島県暴力団排除条例施行規則（平成23年福島県公安委員会規則第５号）第４条各号に規定する社会的非難関係者でないこと。

（８）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続中の者ではないこと。
（９）商法（明治32年法律第48号）の規定による会社の整理の開始を命ぜられていないこと。

（10）運行開始時点において、法令の規定による許可若しくは認可を受け、又は登録をし、その必要な資格を有すること。
（11）事故等の発生により、安全確保や各種関係機関への連絡、代替車両の手配など、速やかな対応が可能であること。
４　参加表明書の提出
（１）提出期間　　令和８年６月29日（月）午前９時から令和８年７月17日（金）午後４時まで
（２）提出方法　　プロポーザル参加表明書（様式第１号）に「下記５の提出書類」を添えて、持参又は郵送（簡易書留に限る）により提出すること。なお、持参の場合、土日及び祝日を除く平日の午前９時から午後４時までとし、郵送の場合は７月17日(金)午後４時必着とする。
（３）提出部数　　１部
５　提出書類

（１）企画提案書（任意様式）
（２）見積書（様式第２号）
見積りは、仕様書に基づき、当該路線を運行した場合の実車走行キロ当たり経常費用を記載のこと。
（３）事業者概要（会社定款等）
（４）貸借対照表及び損益計算書（直近）

（５）類似の受託業務実績書　　　　　　　
（６）運行実施体制の報告書
（７）重大事故発生報告書（過去２年間　※該当する場合のみ）
（８）道路運送法（昭和26年法律第183号）第４条に定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けていることを証する書類の写し
６　企画提案書の記載内容
　　提案書には、次の内容を記載すること。
（１）運行業務に対する実施力について  

ア　事業所の経営状況、経営理念について、また事業実施に対する取り組み姿勢及び
実施体制について

イ　運行開始までの業務スケジュール及び資金計画  

（２）運行方法について 

ア　運行の具体的な方法について（運行状況、利用状況の把握など） 

イ　運賃管理の方法について（利用者からの運賃収受方法も含む） 

（３）運行の安全性について 

ア　業務の実施に必要な人員確保などの運営体制について  

イ　運転士への運転技術向上研修・健康管理体制について  

ウ　車両の点検・整備について 

エ　事故や災害緊急時の体制確保など 

　緊急時対応マニュアルの有無、緊急時の連絡体制、交代運転士の確保、事故時

の損害賠償について

（４）利用者への対応について  

ア　運転士への接客研修や教育体制及び利用者等からの苦情等への対応 

イ　高齢者、障がい者、子どもなどへの配慮、取り組み姿勢、また、アナウンスやコー
ス間の連絡など、乗継者への対応について（他の公共交通への乗り継ぎも含む）  

（５）使用車両について（予備車両含む）  

ア　運行に利用する車両規格（車種・車両機器）  

イ　安全・環境対策への取り組み  

ウ　バリアフリー対策への取り組み  

（６）利用者増加・利便性向上に関する提案  

ア　更なる利用者の増加や、利用者の利便性向上に資する取り組み（例：キャッシュレ
ス決済方法の導入、回数券の取り扱い（車内販売含む）など）について 

イ　循環バスをＰＲするイベント等の企画提案、市主催イベントに対する連携、協力に
ついて  

ウ　路線、ダイヤ等の見直しを行う際の協力体制  

エ　上記項目以外の独自の取り組みについて 

※独自の取り組みを提案する場合に記載してください。
７　不明な点がある場合の質問書の提出及び回答
本業務の提案に係る問い合わせがある場合は、質問書（様式第３号）を提出する。なお、プロポーザル提出書の審査に係る質問については受け付けない。  
（１）提出期限　令和８年７月13日（月）午後４時まで

（２）提出方法　電子メール又はファックスでの提出とする。
（３）回答方法　須賀川市ホームページにて、令和８年７月15日（水）までに公表する。
　　　　 なお、個別対応は行わない。
８　選定等
（１）選定方法
　　本業務の審査は、須賀川市内循環バス運行事業者選定委員会において、提出書類及びプレゼンテーション審査を踏まえ、選定委員会の委員による採点を行い、委託候補者を選定する。
なお、提案者が１者の場合であっても審査を実施し、審査委員会委員の合計得点の６割以上の場合は、当該参加者を委託候補者とし協議を行う。また、その際の選定委員会は、書面による可否を求めて委員会の開催に代えることができるものとする。
ア　選定委員は、下記の評価表により評価を行い、評価点数の合計が最も高いプロポーザル提出者を委託候補者として選定する。  

イ　得点が２者以上の同点となったときは、再度、選定委員の合議により、委託候補者を選定するものとする。
	評価項目 
	評価の観点 
	配点

	運行業務に対する実施力 
	①事業所の経営状況、経営理念、また、事業実施に対する取り組み姿勢や実施体制は本業務を担うにあたり最適なものか
	５点 

	
	②運行開始までの業務スケジュール及び資金計画が明確であり、着実な業務実施に向け現実的な内容となっているか
	５点 

	
	③乗合事業、循環バス・コミュニティバス（他自治体を含む）及び類似事業の運行実績を有しているか、さらに、それらの実績や経験を本業務に活用できるか
	３点 

	運行方法 
	①運行の具体的な方法（運行状況、利用者状況の把握など）や運賃の取り扱い（利用者からの運賃収受方法含む）は優れているか
	５点 

	運行の安全性 
	①業務の実施に必要な人員確保などの運営体制は優れているか。また、運転士への運転技術向上研修・健康管理体制は徹底されているか
	５点 

	
	②車両の点検・整備を行う体制は整っているか 
	５点

	
	③事故や災害緊急時に迅速かつ円滑に対応する体制（緊急時対応マニュアルの有無、連絡体制、事故時の損害賠償）は確保されているか。また、事故や故障等により代車が必要な場合に、速やかに対応できる体制や環境が整備されているか
	10点

	利用者ヘの対応 
	①運転士への接客研修や教育体制及び利用者等からの苦情等への迅速な対応ができる体制が整っているか 
	５点 

	
	②高齢者、障がい者、子どもなどへの配慮した工夫がされているか。また、（他の公共交通への乗り継ぎも含む）乗継者への対応は優れているか 
	５点 

	使用車両 

(予備車両含む) 
	①運行に利用する車両規格（車種・車両機器）は利用者にとって利用しやすいものか
	３点 

	
	②安全・環境対策及びバリアフリー対策が利用者目線で適切になされているか
	３点 

	利用者増加・利便性向上に関する提案  
	①更なる利用者の増加や、利用者の利便性向上に資する取り組み（例：キャッシュレス決済方法の導入、回数券の取り扱い（車内販売含む）など）が期待できるか 
	５点 

	
	②循環バスをＰＲするイベント等の企画提案、市主催イベントに対する連携、協力が期待できるか  
	３点 

	
	③路線、ダイヤ等の見直しを行う際の協力が期待できるか  
	３点 

	
	④上記項目以外の内容で提案された独自の取り組みについては、本業務の内容や条件、今後のスケジュールに照らして現実的かつ実現可能なものであり、利用者増加・利便性向上が期待できる内容となっているか
	15点

	運行経費 
	見積金額に対する得点は次式により算定する。（小数点以下四捨五入）得点=20点×（最低見積金額/各提案者の見積金額）
	20点 

	 
	100点 


（２）プレゼンテーション審査実施日
　　　令和８年８月上旬予定　※会場、時間等の詳細は別途通知する。
（３）時間配分

１応募者の説明時間は20分以内とし、その後15分程度の質疑の場を設ける。
なお、プレゼンテーション審査においてパソコン、プロジェクター等を使用する場合は、提案者において準備すること。  

（４）企画提案書説明者 

選定委員会に出席できる者は、自社の社員３人以内とする。  

（５）結果の通知
  結果は、参加者に対して文書で通知する。  

※通知予定日：令和８年８月中旬予定 

９　契約の締結
企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び金額は、協議のうえで決定する。また、第一受託候補者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合がある。なお、交渉が整った際は、受託候補者は須賀川市総合交通活性化協議会と随意契約を結ぶものとする。
10　プロポーザル等の無効または失格
次のいずれかに該当する場合は、提出されたプロポーザル等を無効または失格とする。
（１）提出期限を過ぎて提出された場合  

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合  

（３）プレゼンテーション審査に参加しない場合  

（４）不正行為が認められた場合  

（５）参加資格要件を満たさない場合  
11　その他

（１）企画提案書等の作成・提出、プレゼンテーション審査への参加等にかかる一切の経費は提案者の負担とする。 

（２）提出書類は、審査に必要な範囲において無償で複製することができるものとする。  

（３）提出書類の受理後の差し替え、追加、削除等は原則として認めない。  

（４）採用された企画提案書の内容については、市と協議する。  

（５）電子メールの通信事故及び郵便事故等について、当市はいかなる責任も負わない。  

（６）プロポーザル実施にあたり、説明会は実施しない。 

（７）須賀川市情報公開条例（平成10年須賀川市条例第11号）に基づく開示請求があった場合、本プロポーザルに関する全ての文書(作成文書及び参加者提出文書)は、原則として開示の対象文書となる。

ただし、事業を営むうえで、競争上の利益を害すると認められる情報は不開示となる場合があるため、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により表記すること。 

なお、本プロポーザルに係る事業者の選定前において、決定に影響の及ぼす恐れのある情報については、決定後の開示とする。
（８）審査経過及び結果に対する異議申立て、問合せ等は受け付けない。  

（９）全ての提出書類の返却は原則行わない。
12　問合せ先、書類の提出先等

担 当：須賀川市総合交通活性化協議会事務局（企画政策課）

住 所：〒962-8601 福島県須賀川市八幡町135番地

電 話：0248-94-7173（受付時間は、平日の午前９時から午後４時まで）

F A X：0248-75-2978
E メール：kikaku@city.sukagawa.fukushima.jp
13　日程
	実施要領の交付期間
	令和８年６月29日（月）午前９時～７月13日（月）午後４時

	質問受付期間
	令和８年６月29日（月）午前９時～７月13日（月）午後４時

	質問回答期間
	令和８年６月29日（月）～７月15日（水）

	参加表明書（企画提案書）
提出期間
	令和８年６月29日（月）午前９時～７月17日（金）午後４時

	プレゼンテーション審査通知
	令和８年７月下旬

	プレゼンテーション審査
	令和８年８月上旬

	審査結果通知
	令和８年８月中旬

	契約締結
	令和８年９月上旬
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